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は じ め に  
 
 
 
 介護保険制度は、急速な高齢化の進行とともに増えていく寝たきりや認知

症などにより介護を必要とする人を、社会全体で支え合う制度として、平成

１２年４月に創設されました。 

 この保険は、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた身近な地域で、

安心して自立した生活が送れるよう、保健医療サービス及び福祉サービスを

総合的・効率的に提供することを目的としています。 

 杉並区におきましては、区民の皆様のご理解、また、主治医、ケアマネジ

ャー、サービス事業者等、多くの関係者のご努力により、介護保険制度は着

実に定着するとともに、おおむね順調に推移してきました。一方、要介護認

定者の増加に伴う給付費の伸びや要支援・要介護の状態にならないよう介護

予防事業の一層の推進など課題も生じています。 

 平成１８年には、介護予防重視への転換、地域密着型サービスや地域包括

支援センターの創設など介護保険制度全般の見直しが行われました。杉並区

といたしましても、この制度の見直しの趣旨を踏まえ、第３期杉並区介護保

険事業計画を平成１８年３月に策定し、安定した事業運営に努めております

が、今後も、｢高齢者の自立支援｣の理念のもと杉並らしさを生かした介護保

険事業を目指し、区民に信頼され、将来にわたり持続可能な制度としていく

ことが重要と考えております。 

 さて、このたび、介護保険事業をご理解いただくための一助として、｢平成

１９年度版すぎなみの介護保険(平成１８年度実績)を発行いたしました。身

近に置いて、ご利用いただければ幸いです。 

 今後とも、分かりやすく、利用しやすい制度運営に努めてまいりますので、

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

   平成１９年９月 

 

          杉並区保健福祉部介護保険課 
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１ 介護保険のあゆみ 

国・都・杉並区のあゆみ 

平成 ８年１１月 
 

第１３９回臨時国会に介護保険関連３法案（介護保険法、介護保険法施行法、

医療法の一部を改正する法律）の提出（国） 

平成 ９年１２月 

平成１０年 ２月 

４月 

５月 

７月 

１２月 

介護保険関連３法の公布（１２月１７日）（国） 

介護保険制度推進会議を設置（区） 

介護支援専門員に関する省令の公布（国） 

杉並区介護保険事業懇談会を設置（区） 

介護保険制度のための高齢者実態調査を実施（区） 

介護保険法施行令、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布(国) 

平成１１年 ２月 

３月 

 

 

６月 

 

「介護保険事業計画のあり方」を報告（区） 

介護保険法施行規則、指定居宅サービスの事業等の人員・設備及び運営に関す

る基準、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の公布（国） 

介護保険課を設置（区） 

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

の公布（国） 

９月 

１０月 

 

１１月 

平成１２年 ２月 

 

３月 

 

第１号被保険者該当のお知らせを送付（区） 

要介護認定の申請受付を開始（区）（１０月１日） 

「介護保険事業計画素案」の住民説明会を開催（区） 

介護保険法の円滑な実施のための特別対策の発表（国） 

介護報酬単価の決定（国） 

「介護保険事業計画」を策定（区） 

第１号被保険者に介護保険被保険者証を一斉交付（区） 
介護保険制度の住民説明会を開催（区） 

４月 

 

 

８月 

１１月 

介護保険法の施行（国）（４月１日） 

杉並区介護保険条例を施行（区）（４月１日） 

介護保険運営協議会を設置（区） 

第１号被保険者に保険料賦課決定通知書を郵送（区） 

杉並区介護保険サービス利用状況調査を実施（区） 

平成１３年 ４月 

 

１０月 

 

平成１４年 １月 

家族介護慰労金事業を開始（区） 

介護保険サービス利用者負担額助成事業を開始（区） 

保険料本来額徴収を開始（区）（保険料基準月額 ２，９４０円） 

杉並区介護保険に関する調査を実施（区） 

生計困難者に対する利用者負担額軽減制度を実施（区） 

１０月 

平成１５年 ３月 

 

「第２期介護保険事業計画素案」を公開（区） 

介護報酬の改定（国） 

「第２期介護保険事業計画」を策定（区） 

４月 

１２月 

平成１６年１０月 

第１号被保険者の介護保険料基準月額を３，０００円に改定（区） 

介護給付費通知書を郵送（介護費用適正化特別対策事業）（区） 

杉並区介護保険に関する調査を実施（区） 

平成１７年 ３月 

１０月 

 

介護保険法等の一部を改正する法律の公布（３月３１日）（国） 

介護保険法等の一部を改正する法律の一部施行（１０月１日）（国） 

「第３期介護保険事業計画素案」を公開し住民説明会を開催（区） 

平成１８年 ３月 

 

４月 

 

 

 

１０月 

介護報酬の改定（国） 

「第３期介護保険事業計画」を策定し住民説明会を開催（区） 
介護保険法等の一部を改正する法律の施行（４月１日）（国） 

第１号被保険者の介護保険料基準月額を４，２００円に改定（区） 

地域支援事業の開始（国） 

住所地特例対象施設の範囲拡大（国） 

障害年金・遺族年金からの特別徴収開始（国） 
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２ 被保険者 

介護保険の被保険者は次のように区分されます。また、杉並区から区外の住所地

特例対象施設*に住民票を移した方も、引き続き杉並区の被保険者になります。 
 
（１）第１号被保険者 

杉並区内に住民登録・外国人登録をしている６５歳以上の方 
（２）第２号被保険者 

杉並区内に住民登録・外国人登録をしている４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者 
 

＊住所地特例対象施設 

介護保険施設 

介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設 

平成１８年４月１日から追加となった施設 

養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅 

なお、地域密着型サービスの施設（定員２９人以下）は、住所地特例の対象外となります。 

 
【平成１８年度末第１号被保険者数】                     

 

男 女 計
住所地特例

被保険者（再掲）
外国人
（再掲）

39,652 58,996 98,648 727 475  
【第１号被保険者数の推移】  

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

91,078 92,439 93,721 96,075 98,648  
※ 各年度３月３１日現在  

 

第１号被保険者数の推移

86,000

88,000

90,000

92,000

94,000

96,000

98,000

100,000

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

 

人 
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３ 介護保険料 
（１）第１号被保険者 

   ① 保険料額 

第１号被保険者の保険料は、保険給付費の見込み額や高齢者人口などを基に算定し、

杉並区介護保険条例で定めています。平成 20 年度までの保険料額は、基準年額を 50,400
円（第４段階）とし、区民税の課税状況等により下表のとおり７段階の保険料を設定し

ています。 
【保険料額（平成１８年度～平成２０年度）】 

段階 対象者 保険料年額（月額）

第 １ 段 階
基準年額×0.4

  生活保護受給の方または世帯全員が区民税非課税で
  本人が老齢福祉年金受給の方

年２０，１６０円
（月１，６８０円）

第 ２ 段 階
基準年額×0.5

  世帯全員（一人世帯を含む）が区民税非課税で本人の
  合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下の方

年２５，２００円
（月２，１００円）

第 ３ 段 階
基準年額×0.75

　世帯全員（一人世帯を含む）が区民税非課税で本人の
  合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円を超える方

年３７，８００円
（月３，１５０円）

第 ４ 段 階
基 準 年 額

　本人が区民税非課税で他の世帯員が区民税課税の方
年５０，４００円

（月４，２００円）

第 ５ 段 階
基準年額×1.25

　本人が区民税課税の方（合計所得金額２００万円未満）
年６３，０００円

（月５，２５０円）

第 ６ 段 階
基準年額×1.5

　本人が区民税課税の方
　（合計所得金額２００万円以上５００万円未満）

年７５，６００円
（月６，３００円）

第 ７ 段 階
基準年額×1.75

　本人が区民税課税の方（合計所得金額５００万円以上）
年８８，２００円

（月７，３５０円）  
 

② 保険料の納付方法 

受給している年金（老齢福祉年金を除く。）が年額１８万円以上の方は、年金から天引

きされる特別徴収となり、それ以外の方は、納付書または口座振替で納付する普通徴収

になります。 
平成 18 年 10 月から、遺族年金・障害年金からの特別徴収が開始されました。 

【保険料収納状況】                                 （単位：円） 

特別徴収 2,715,909,435 2,721,215,671 5,306,236 100.00% 0 0
普通徴収 696,214,083 633,641,391 1,690,426 90.77% 64,263,118 0
合　計 3,412,123,518 3,354,857,062 6,996,662 98.12% 64,263,118 0

滞納繰越分 51,960,183 14,866,521 98,766 28.42% 37,192,428 6,501,058
特別徴収 2,865,215,130 2,871,751,025 6,535,895 100.00% 0 0
普通徴収 705,242,128 636,254,202 1,897,569 89.95% 70,885,495 0
合　計 3,570,457,258 3,508,005,227 8,433,464 98.01% 70,885,495 0

滞納繰越分 94,630,956 21,315,954 105,251 22.41% 73,420,253 24,763,016
特別徴収 2,872,564,090 2,878,715,302 6,151,212 100.00% 0 0
普通徴収 729,575,378 657,912,080 1,940,872 89.91% 73,604,170 0
合　計 3,602,139,468 3,536,627,382 8,092,084 97.96% 73,604,170 0

滞納繰越分 119,165,207 23,701,895 46,877 19.85% 95,510,189 41,402,581
特別徴収 2,898,759,280 2,903,719,070 4,959,790 100.00% 0 0
普通徴収 763,318,570 684,269,413 1,992,383 89.38% 81,041,540 0
合　計 3,662,077,850 3,587,988,483 6,952,173 97.79% 81,041,540 0

滞納繰越分 126,555,199 26,310,234 86,600 20.72% 100,331,565 45,256,852
特別徴収 4,300,026,600 4,306,808,891 6,782,291 100.00% 0 0
普通徴収 1,001,467,470 885,353,833 1,682,573 88.24% 117,796,210 0
合　計 5,301,494,070 5,192,162,724 8,464,864 97.78% 117,796,210 0

滞納繰越分 135,430,793 30,549,647 103,220 22.48% 104,984,366 47,054,851

18

収入額Ｂ
収納率Ｄ
(B-C)÷A

不納欠損額
還付未済額

Ｃ
未納額Ｅ
A-(B-C)

区分 調定額Ａ

17

15

16

年
度

14
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【保険料特別徴収・普通徴収納付状況の推移】 

被保険
者数

特徴
結果数

代理
納付数

普徴
者数

普徴
口座

振替数

普徴
納付書

納付者数

Fの
占める
割合

特徴・
代理納付・
口座振替数

Gの
占める
割合

Ａ Ｂ Ｃ A-B-C=D E D-E=F F／A B+C+E=G G／A

14年度 90,884 71,183 909 18,792 7,471 11,321 12.46% 79,563 87.54%

15年度 92,213 73,057 1,008 18,148 7,732 10,416 11.30% 81,797 88.70%

16年度 93,469 73,721 1,108 18,640 7,686 10,954 11.72% 82,515 88.28%

17年度 95,773 75,113 1,243 19,417 7,803 11,614 12.13% 84,159 87.87%

18年度 98,361 81,594 1,329 15,438 5,118 10,320 10.49% 88,041 89.51%

区分

※ Ａ・Ｂ・Ｃは当該年度３月１日付の件数（３月 1日付けの件数をもとに、３月末日を納期限 

とする介護保険料額の調定を行うため）。 

※ Ｅは当該年度３月振替分の件数。 

※ 平成 18 年 10 月からの遺族年金・障害年金からの特別徴収開始に伴い、特別徴収対象者が増加

し、その影響を受けて普通徴収口座振替数が減少しました。 

 

③ 保険料の減免 

病気や災害等で一時的に収入が著しく減少したり、財産に著しい損害を受けた場合、

保険料減免の申請ができます。審査の結果により認められた場合、一定期間保険料が減

免されます。 
平成 17 年度は、9月 4日の集中豪雨の被災者の方に対し、水害減免を行いました。 
 

 

【保険料減免の状況】 

件数 減免額（円）

１４年度 1 11,070 収入の著しい減少

１５年度 2 20,250 収入の著しい減少

１６年度 2 22,500 収入の著しい減少

１７年度 570 5,689,500 災害等

１８年度 0 0

区　分
減免件数及び減免額

主な減免事由

 
 

 

 

（２）第２号被保険者 
加入している医療保険で保険料を算出・徴収します。徴収した保険料は、いったん社会保

険診療報酬支払基金に集められ、区市町村に交付されます。 
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４ 要介護認定 

（１）要介護（要支援）認定の申請 
区役所・福祉事務所・地域包括支援センター（ケア２４）で申請を受け付けます。 
なお、平成１９年度から、福祉事務所では申請を受付ていません。 

 

【認定申請・認定審査状況】                     

区  分 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度

認定申請件数 ２０，６１０ ２１，９９２ ２２，９１１ １８，６６１ ２１，７３７

内 区分変更申請件数 １，２７５ １，５５５ １，６７９ １，８７５ １，９４６

審査会開催回数 ５５９ ５８２ ６１０ ５３０ ５８５

※ 各年度３月３１日現在 

 

 

【平成１８年度月別申請件数の状況】                  

区　分 新　規 転　入 更　新 区分変更 認定取消 合　計

４月 399 31 999 204 0 1,633

５月 410 16 1,022 201 0 1,649

６月 459 18 1,306 205 0 1,988

７月 442 23 1,353 150 1 1,969

８月 489 25 1,258 177 2 1,951

９月 457 14 1,227 192 2 1,892

１０月 430 25 1,218 146 4 1,823

１１月 416 12 1,167 140 3 1,738

１２月 434 19 1,207 140 1 1,801

１月 509 26 1,265 143 2 1,945

２月 546 42 1,060 143 1 1,792

３月 404 18 1,026 105 3 1,556

合計 5,395 269 14,108 1,946 19 21,737  

 
 
 

【認定申請件数の状況】                    

区　分 新 規 転 入 更 新 区分変更 認定取消 合 計

１４年度 5,313 192 13,829 1,275 1 20,610

１５年度 5,513 242 14,682 1,555 0 21,992

１６年度 5,125 235 15,872 1,679 0 22,911

１７年度 5,349 282 11,155 1,875 0 18,661

１８年度 5,395 269 14,108 1,946 19 21,737  
※ 平成１８年度の認定取消は地域支援事業利用への移行のためです。 
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（２）認定調査 
区の職員又は区が委託した事業所の調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などを調査します。 

 

【事業所別調査件数の状況】                  

区　分 区役所 福祉事務所 地域包括支援センター 社会福祉協議会 その他 合計
14年度 5 5,108 10,020 376 4,670 20,179

15年度 8 5,001 11,662 489 4,682 21,842

16年度 4,574 0 12,120 236 5,683 22,613

17年度 3,916 0 9,525 334 4,909 18,684

18年度 1,831 0 7,489 3,141 7,014 19,475

※ 社会福祉協議会は、平成１５年度からさんあい公社の事業を引き継ぎました。 

※ 福祉事務所で行われていた認定調査は、原則として平成１６年度から区役所で行うことになりました。 
 
 
【判定結果内訳】                           

非該当 要支援 要支援１ 要支援２ 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合　計

居宅 259 2,911 ― ― 5,275 2,993 1,623 1,125 844 15,030

施設 12 66 ― ― 562 806 906 1,434 1,495 5,281

合計 271 2,977 ― ― 5,837 3,799 2,529 2,559 2,339 20,311

居宅 354 3,687 ― ― 5,570 2,134 1,417 1,055 823 15,040

施設 16 196 ― ― 722 716 1,057 1,512 1,844 6,063

合計 370 3,883 ― ― 6,292 2,850 2,474 2,567 2,667 21,103

居宅 387 3,933 ― ― 6,208 2,283 1,423 1,088 859 16,181

施設 13 168 ― ― 746 759 1,167 1,565 1,957 6,375

合計 400 4,101 ― ― 6,954 3,042 2,590 2,653 2,816 22,556

居宅 541 3,805 228 165 4,511 1,825 1,349 834 515 13,773

施設 15 172 4 7 653 689 1,011 1,195 1,233 4,979

合計 556 3,977 232 172 5,164 2,514 2,360 2,029 1,748 18,752

居宅 402 108 3,350 3,364 2,924 2,389 1,447 948 725 15,657

施設 26 10 207 271 506 726 1,005 1,205 1,563 5,519

合計 428 118 3,557 3,635 3,430 3,115 2,452 2,153 2,288 21,176

区　分

17

18

人数

人数

14 人数

15 人数

16 人数

  

※ 「居宅」「施設」は、認定調査時において区分しています。 

※ 各年度、審査会での判定件数の合計です。 

※ 平成１７年度の要支援１，２の判定は平成１８年４月更新分を事前判定し、４月以降認定しています。 

 
（３）要介護認定調査従事者研修 

区では、認定調査に従事する調査員が、公平・公正かつ適切な調査を実施するために、必
要な知識・技能を修得することを目的として、新任研修及び現任研修を実施しています。 

 
 
     【平成１８年度研修開催実績】 

 
 

 
 
 
 
 

 回数 参加人数合計 備考 

新任研修 ８ １１０ 随時開催

現任研修 １ ２１０ ７月開催
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（４）認 定 
要支援・要介護の認定は、介護認定審査会の判定に基づき行います。 
平成１８年４月更新分から要支援１・２、要介護１～５の７段階の認定を行っています。 
平成１７年度以前は、要支援、要介護１～５の６段階の認定を行っていました。 

 

【平成１８年度介護認定審査会委員数】            
区 分 医 療 保 健 福 祉 合 計 

委員数 ６８ ３８ ４３ １４９ 

 
※ 介護認定審査会委員数は杉並区介護保険条例第６条で１５０人以内 

と定められています。  

 

 

 

【要介護（要支援）認定者数の状況】                  

要支援 要介護 要支援 要介護 要支援 要介護

１４年度 1,974 11,131 16 332 1,990 11,463 13,453

１５年度 2,702 12,078 23 365 2,725 12,443 15,168

１６年度 2,952 12,842 32 394 2,984 13,236 16,220

１７年度 2,978 13,945 33 416 3,011 14,361 17,372

１８年度 5,128 11,978 91 346 5,219 12,324 17,543

合 計区　分
第１号被保険者 第２号被保険者 小 計

 

※ 平成１８年度の要支援認定者数は、要支援１・２の認定者数です。 

 

 

 

【平成１８年度第 1号被保険者年齢別認定者数】              

1 2 小計 1 2 3 4 5 小計

65～69歳 25,883 89 98 187 89 120 81 73 86 449 636

70～74歳 24,378 254 263 517 217 280 215 153 146 1,011 1,528

75～79歳 20,356 582 525 1,107 394 506 336 309 262 1,807 2,914

80～84歳 14,588 802 713 1,515 639 655 540 435 363 2,632 4,147

85～89歳 8,242 594 566 1,160 650 720 614 497 445 2,926 4,086

90～94歳 3,844 244 288 532 341 493 457 438 395 2,124 2,656

95～99歳 1,195 46 60 106 97 176 188 229 186 876 982

100歳以上 172 3 1 4 8 23 28 50 44 153 157

合　計 98,658 2,614 2,514 5,128 2,435 2,973 2,459 2,184 1,927 11,978 17,106

2.65% 2.55% 5.20% 2.47% 3.01% 2.49% 2.21% 1.95% 12.14% 17.34%被保険者に対する比率

合　計年　齢 被保険者数
要介護要支援
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【平成１８年度第２号被保険者年齢別認定者数】 

1 2 小計 1 2 3 4 5 小計

40～44歳 1 1 2 4 3 4 3 2 16 18

45～49歳 2 4 6 2 4 3 2 9 20 26

50～54歳 4 5 9 6 19 5 3 8 41 50

55～59歳 6 28 34 12 34 17 18 26 107 141

60～64歳 13 27 40 21 47 33 26 35 162 202

合　計 26 65 91 45 107 62 52 80 346 437

合　計年　齢
要介護要支援

 
 

【要介護度別認定者数の推移】                 

区　分 要支援 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合　計

１４年度 1,990 ― ― 4,044 2,545 1,640 1,692 1,542 13,453

１５年度 2,725 ― ― 4,762 2,140 1,754 1,916 1,871 15,168

１６年度 2,984 ― ― 5,284 2,177 1,882 1,942 1,951 16,220

１７年度 3,011 ― ― 6,044 2,278 2,085 2,066 1,888 17,372

１８年度 ― 2,640 2,579 2,480 3,080 2,521 2,236 2,007 17,543
 

※ 各年度３月３１日現在。 
 

要介護度別認定者数の推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援

 
※ 平成１８年度の要支援認定者数は、要支援１・２の認定者数です。 

人 
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５ 介護保険給付 
 
介護保険給付（サービス）は、要支援１・２、要介護１～５の認定を受けた方が

利用できます。 
   サービスには居宅サービスと、施設サービスの２種類があります。 
   利用者負担額はサービス費用の１割で、９割は保険給付されます。 
 
 
（１）保険給付費の推移 
 
 
 【保険給付費の推移】                    

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 

１７８億円 ２００億円 ２１８億円 ２２４億円 ２２５億円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保険給付費の推移

0

5,000,000

10,000,000 

15,000,000 

20,000,000 

25,000,000 

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 

千円



 
11

（２）居宅サービスの利用 
居宅でサービスを利用する場合、ケアマネジャーにケアプラン作成を依頼し、ケアプラン

に基づいたサービスを利用します。 
【居宅介護（支援）サービス利用者数の状況】     

区分

１４
年度

1,282 (4) 3,011 (60) 1,787 (60) 977 (36) 729 (18) 621 (29) 8,407 (207)

１５
年度

1,785 (9) 3,622 (89) 1,560 (48) 1,078 (40) 898 (29) 723 (34) 9,666 (249)

１６
年度

1,929 (15) 3,997 (87) 1,563 (52) 1,196 (48) 942 (28) 761 (33) 10,388 (263)

１７
年度

1,915 (11) 4,498 (103) 1,660 (62) 1,297 (46) 1,014 (32) 732 (36) 11,116 (290)

１８
年度

112 (1) 1,207 (10) 1,349 (26) 2,037 (43) 2,194 (70) 1,602 (43) 1,153 (37) 808 (32) 10,462 (262)

―

―

―

―

―

―

―

合　計要介護１

―

要支援 ・
経過的要介護

要介護４ 要介護５要介護２ 要介護３要支援１ 要支援２

 
※ 各年度の３月分の利用者数を掲載しています。（年度末の集計ではありません） 
※ （ ）内は第２号被保険者再掲 
※ 福祉用具購入費・住宅改修費のみの利用者は含みません。 

  ※ 「要支援・経過的要介護」は、平成１８年３月３１日までに要支援認定がされた方です。 
 
（３）施設サービスの利用 

施設サービスには、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の３種類
があり、要介護１～５の人が利用できます。 

【施設介護サービス利用者数の状況】        

区分

１４年度 1,393 (9) 461 (13) 296 (8) 2,150 (30)

１５年度 1,431 (16) 453 (11) 446 (12) 2,330 (39)

１６年度 1,456 (11) 515 (7) 426 (12) 2,397 (30)

１７年度 1,501 (14) 609 (9) 377 (8) 2,487 (31)

１８年度 1,476 (12) 564 (12) 382 (10) 2,422 (34)

合　計介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設

 
※ 各年度の３月分の利用者数を掲載しています。（年度末の集計ではありません） 
※ （ ）内は第２号被保険者再掲 
※ 介護老人福祉施設 

  （特別養護老人ホーム） 
➭寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅

では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの

日常生活介護や療養上の世話が受けられます。 
※ 介護老人保健施設 

  （老人保健施設） 
➭病状が安定している方に対し、医学的管理のもとで看護、介護、

リハビリを行う施設です。医学上のケアやリハビリ、日常的介

護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。 

※ 介護療養型医療施設 
  （療養病床等） 

➭急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期間療

養が必要な方のための医療機関の病床です。医療、看護、介護、

リハビリなどが受けられます。 
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（４）福祉用具購入費の支給 
    貸与に適さない入浴や排せつに使用する福祉用具などを購入した場合、年間１０万円の

範囲内で、保険対象となるものについて、購入費の９割を償還払いにより支給します。 
 
 

【福祉用具購入費の支給状況】                  

件 数 金　額(円) 件 数 金　額(円) 件 数 金　額(円)

１４年度 171 4,468,771 1,789 51,408,826 1,960 55,877,597

１５年度 268 6,390,349 1,938 56,051,272 2,206 62,441,621

１６年度 281 6,345,291 1,878 52,793,648 2,159 59,138,939

１７年度 271 6,870,231 1,961 57,900,033 2,232 64,770,264

１８年度 213 4,764,189 1,647 47,312,939 1,860 52,077,128

要支援 要介護 合　計
区　分

 

 
 
（５）住宅改修費の支給 

お風呂やトイレに手すりを取り付けるなど、小規模な住宅改修費を、一住居２０万円の範

囲内で、保険対象となるものについて、改修費用の９割を償還払いにより支給します。 
 
【住宅改修費の支給状況】                  

件 数 金　額(円) 件 数 金　額(円) 件 数 金　額(円)

１４年度 279 33,618,742 1,459 167,112,830 1,738 200,731,572

１５年度 360 42,856,759 1,667 182,762,128 2,027 225,618,887

１６年度 392 45,421,769 1,526 161,465,530 1,918 206,887,299

１７年度 363 37,182,503 1,466 149,686,559 1,829 186,869,062

１８年度 292 32,731,869 1,347 133,971,334 1,639 166,703,203

要支援 要介護 合　計
区　分
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（６）高額介護サービス費 
サービス利用時に支払う１割の利用者負担額には、区民税の課税状況等によって１ヵ月あ

たりの上限額があり、上限額を超えた分は申請により高額介護サービス費として支給します。 
 

【高額介護サービス費の支給状況】         

件 数 金　額 件 数 金　額 件 数 金　額 件 数 金　額 件 数 金　額

１４年度 596 8,400,929 ー ー 14,296 84,212,665 4,483 26,059,561 19,375 118,673,155

１５年度 708 10,309,586 ー ー 16,852 100,001,889 6,258 37,526,167 23,818 147,837,642

１６年度 577 8,558,261 ー ー 20,005 119,390,911 7,660 46,368,227 28,242 174,317,399

１７年度 390 5,245,643 2,128 20,256,375 18,465 117,314,494 8,672 64,612,375 29,655 207,428,887

１８年度 665 6,633,225 9,794 108,369,393 18,867 172,501,829 13,285 115,065,409 42,611 402,569,856

区　分

合　計

個人・世帯の負担
上限額15,000円／月

個人の負担
上限額15,000円／月

世帯の負担
上限額37,200円／月

世帯全員の区民税が非課
税かつ老齢福祉年金受給
者等

世帯全員の区民税が
非課税等

合計所得金額と課税年金
収入額の合計額が８０万
円以下の方

個人・世帯の負担
上限額24,600円／月

一般世帯
（左記以外の世帯）

 

※ 件数・金額とも第２号被保険者利用分を含みます。 

※ 平成１７年１０月から、世帯全員の区民税が非課税等の区分が分割されました。 

 

 

 
（７）利用者負担額の減免 

病気や災害等で一時的に収入が著しく減少したり、財産に著しい損害を受けた場合、申請

により一定期間利用者負担額が減免されます。 
 

【利用者負担額の減免状況】             

区　分

１４年度 0 （0） 0 （0） 0 （0）

１５年度 0 （0） 0 （0） 0 （0）

１６年度 0 （0） 1 （0） 1 （0）

１７年度 0 （0） 0 （0） 0 （0）

１８年度 0 （0） 0 （0） 0 （0）

合　計減額件数 免除件数

 
※  （ ）内は第２号被保険者再掲 
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（８）食費の自己負担額（標準負担額）の減額（平成１７年９月まで） 
 

介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）に入所・入

院中の食費の自己負担額は、１日あたり７８０円です。世帯全員の区民税が非課税等の場合

に応じ５００円または３００円に減額されます。 
 
【食費の自己負担額（標準負担額）の減額件数の状況】         

１４年度 112 (0) 886 (19) 998 (19)

１５年度 158 (0) 1,211 (20) 1,369 (20)

１６年度 173 (0) 1,145 (20) 1,318 (20)

１７年度 166 (0) 1,231 (5) 1,397 (5)

合　計区　分

世帯全員の区民税が非課税
かつ老齢福祉年金受給者等

300円／日額

世帯全員の区民税
が非課税等

500円／日額

 

※  （ ）内は第２号被保険者再掲 
※  平成１７年１０月から施設給付について制度変更となりました。 
※  平成１７年度は４月１日から９月３０日までの件数です。 
 
 
（９）旧措置入所者利用者負担額の減免・食費の自己負担額（特定標準負担額） 

の減額（平成１７年９月まで） 
 

介護保険法施行前から介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所している場合、区

民税の課税状況等に応じて利用者負担額が減免、食費の自己負担額（特定標準負担額）が減

額されます。 
 
 

【介護老人福祉施設旧措置入所者に係る減免件数の状況】         

１４年度 94 (2) 220 (0) 314 (2) 186 (2) 411 (0) 597 (2)

１５年度 78 (2) 177 (0) 255 (2) 146 (2) 342 (0) 488 (2)

１６年度 61 (1) 129 (0) 190 (1) 111 (1) 269 (0) 380 (1)

１７年度 52 (1) 119 (0) 171 (1) 95 (1) 256 (0) 351 (1)

食費の自己負担額(特定標準負担額）の減額

老齢福祉年
金受給者等

世帯全員の区民税
が非課税等

合　　計
区　分

利用者負担額の減免

老齢福祉年
金受給者等

世帯全員の区民税
が非課税等

合　　計

 

※  （ ）内は第２号被保険者再掲 
※  平成１７年１０月から施設給付について制度変更となりました。 
※  平成１７年度は４月１日から９月３０日までの件数です。 
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（１０）特定入所者介護サービス費（平成１７年１０月から） 
介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）に入所・入

院中の食費・居住費について、世帯全員の区民税が非課税等の場合に所得に応じて負担限度

額が設定されています。 
 

 
【食費の自己負担額（負担限度額）の減額件数の状況】          

１７年度 299 0 1,554 (8) 567 (3) 2,420 (11)

１８年度 200 (1) 1,573 (25) 433 (3) 2,206 (29)

合　計区　分
世帯全員の区民税が非課税かつ老

齢福祉年金受給者等
世帯全員の区民税が非課税で本人
の合計所得金額と課税年金収入額

の合計が80万円を超える方

世帯全員の区民税が非課税で本
人の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が８０万円以下の方

※  （ ）内は第２号被保険者再掲 

※  平成１７年１０月から施設給付について制度変更となりました。 
 
（１１）旧措置入所者利用者負担額の減免・食費・居住費の自己負担額 

（特定負担限度額）の減額（平成１７年１０月から） 
介護保険法施行前から介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に入所している場合、区

民税の課税状況等に応じて利用者負担額が減免、食費・居住費の負担限度額（特定負担限度

額）が設定されています。 
 
【介護老人福祉施設旧措置入所者に係る利用者負担額の減免件数の状況】 

区 分 減額件数 免除件数 合計件数 

１７年度 １１５ ５５ １７０ 

１８年度   ８７ ５１ １３８ 

 

【介護老人福祉施設旧措置入所者に係る特定負担限度額認定件数の状況】  

食費 居住費 食費 居住費 食費 居住費 食費 居住費

17年度 16 150 268 136 66 64 350 350

18年度 34 114 198 119 37 36 269 269

合　　計
区　分

世帯全員の区民税が非課税かつ
老齢福祉年金受給者等

世帯全員の区民税が非課税で本
人の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が８０万円以下の方

世帯全員の区民税が非課税で本
人の合計所得金額と課税年金収
入額の合計が80万円を超える方

 

※  平成１７年１０月から施設給付について制度変更となりました。 
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（１２）平成１８年度サービス別保険給付費の状況   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成18年度サービス別保険給付費の状況】                                                                     

件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
269,333 11,548,905,934 50 700,009 269,383 11,549,605,943

訪問介護 86,978 4,290,408,756 1 78,235 86,979 4,290,486,991
訪問入浴介護 6,739 359,619,927 0 0 6,739 359,619,927
訪問看護 17,920 614,234,183 0 0 17,920 614,234,183
訪問リハビリテーション 1,038 20,615,286 0 0 1,038 20,615,286
通所介護 38,946 2,097,624,970 0 0 38,946 2,097,624,970
通所リハビリテーション 9,454 467,326,603 0 0 9,454 467,326,603
福祉用具貸与 56,509 781,495,191 49 621,774 56,558 782,116,965
短期入所 8,147 569,348,460 0 0 8,147 569,348,460
　短期入所生活介護（特養） 6,927 472,067,894 0 0 6,927 472,067,894
　短期入所療養介護（老健） 1,130 85,494,894 0 0 1,130 85,494,894
　短期入所療養介護（療養型） 90 11,785,672 0 0 90 11,785,672
居宅療養管理指導 31,249 222,231,386 0 0 31,249 222,231,386
特定施設入所者生活介護 12,353 2,126,001,172 0 0 12,353 2,126,001,172

114,683 1,194,333,666 0 0 114,683 1,194,333,666
29,830 7,668,592,983 1 8,680 29,831 7,668,601,663

介護老人福祉施設サービス 17,928 4,330,127,009 0 0 17,928 4,330,127,009
介護老人保健施設サービス 7,250 1,712,888,894 1 8,680 7,251 1,712,897,574
介護療養型医療施設サービス 4,652 1,625,577,080 0 0 4,652 1,625,577,080

5,698 834,823,763 0 0 5,698 834,823,763
夜間対応型訪問介護 54 609,507 0 0 54 609,507
認知症対応型通所介護 3,402 296,369,033 0 0 3,402 296,369,033
小規模多機能型居宅介護 80 15,127,599 0 0 80 15,127,599
認知症対応型共同生活介護 2,162 522,717,624 0 0 2,162 522,717,624
特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0
介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 0 0 0

0 0 1,860 52,077,128 1,860 52,077,128
住宅改修費 0 0 1,639 166,703,203 1,639 166,703,203

419,544 21,246,656,346 3,550 219,489,020 423,094 21,466,145,366
2,984 27,611,694 39,627 374,958,162 42,611 402,569,856
23,528 673,857,081 26 409,530 23,554 674,266,611

446,056 21,948,125,121 43,203 594,856,712 489,259 22,542,981,833合　　　　　計

福祉用具購入費

特定入所者介護サービス費

地域密着型介護（介護予防）サービス費

種　　　　　　　類
現物給付 償還払い 合　計

居宅介護（介護予防）サービス給付費

居宅介護（介護予防）サービス計画費
施設介護サービス給付費

高額介護サービス費
小　　　　　計
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６ 介護保険関連給付 
（１）高額介護サービス費等資金貸付事業 

高額介護サービス費の支給や住宅改修費・福祉用具購入費の支給などの償還払いによる

給付は、支給されるまでに２～３ヵ月かかるため、その間必要な方に、保険給付見込額の

範囲内で無利子で資金貸付を行います。 
 

【高額介護サービス費等資金貸付の状況】                

件数 金 額（円） 件数 金 額（円） 件数 金 額（円） 件数 金 額（円） 件数 金 額（円）

14年度 7 164,300 12 453,011 32 4,559,670 0 0 51 5,176,981

15年度 10 264,500 11 626,922 16 2,304,756 0 0 37 3,196,178

16年度 14 443,935 4 325,305 12 1,867,364 0 0 30 2,636,604

17年度 0 0 5 202,443  8 1,069,346 0 0 13 1,271,789

18年度 0 0 2 149,112  6 721,013 0 0 8 870,125

合　計
区　分

高額介護
サービス費

福祉用具購入費 住宅改修費 その他

 

 

（２）訪問介護利用者負担額助成事業 
障害者施策等によるホームヘルプサービス利用者で、世帯の生計中心者が所得税非課税

等の要件を満たす方は、訪問介護の利用者負担額が減額されます。 

 
【訪問介護利用者負担額助成の状況】                    

認定者数 件数 金  額(円) 認定者数 件数 金  額(円) 認定者数 件数 金  額(円)

14年度 826 8,583 45,800,751 147 1,944 13,685,261 973 10,527 59,486,012

15年度 663 6,920 27,126,369 135 1,691 10,737,684 798 8,611 37,864,053

16年度 569 5,534 16,901,425 131 1,535 10,017,320 700 7,069 26,918,745

17年度 0 423 1,232,655 112 1,410 8,727,582 112 1,833 9,960,237

18年度 0 3 10,600 95 1,256 8,304,984 95 1,259 8,315,584

高齢者経過措置 障害者支援措置 合　　計
区　分

※ 認定者数は１年間の認定者数合計、件数・金額は１年間の助成件数・金額合計。 

※ 平成１８年度から制度改正のため、対象の方の要件が変更となっています。 
※ 高齢者の経過措置制度は平成１６年度で終了しました。 
※ 高齢者経過措置欄の平成１７・１８年度の助成件数・助成金額は、平成１６年度中に認定を

受けた方が、平成１６年度中に利用したサービスに対する助成の実績です。 
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（３）住宅改修支援助成事業（ケアマネジャー等支援事業）（平成１３年１月開始） 
ケアマネジャー等が住宅改修のため理由書を作成した場合、その所属する居宅介護支援

事業者等に１件２，０００円を支給します。 
 

 【住宅改修支援助成（ケアマネジャー等支援）の状況】    

件 数 金 額（円）

１４年度 1,046 2,092,000

１５年度 483 966,000

１６年度 75 150,000

１７年度 98 196,000

１８年度 71 142,000

住宅改修支援
（理由書作成助成）

区　分

 
 

※ 住宅改修支援は、平成１５年４月から居宅介護支援の提供を受けてい 
ない要介護者等に対する作成のみが対象です。   

 
 
 
（４）生計困難者に対する利用者負担額軽減に係る助成（平成１４年１月開始） 

事業者が介護保険サービスの提供を行うにあたり、低所得者のうち特に生計が困難であ

る利用者に対し、利用者負担額（介護費負担）の軽減を行った場合、その費用の一部を助

成します。対象となる利用者には、区が「確認証」を交付します。 
 

【確認証発行及び事業者助成の状況】              

区 分 確認証発行件数 助成事業者数 助成金額（円） 

１４年度 １１ １７ ３７２，５５９ 

１５年度 ７９ ５７ １，４１１，２９０ 

１６年度 ７７ ６２ １，８２９，３２７ 

１７年度 １１３ ７７ １，７８５，１２４ 

１８年度 １００ ６３ ２，１０８，１４８ 
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（５）家族介護慰労金事業（平成１３年度開始） 
要介護４または要介護５の認定を受けた方を、次の支給要件に該当し、在宅で１年間介

護している同居家族の方に、１０万円の慰労金を支給します。 
＜支給要件＞ 
① 介護保険サービスを１年間利用していない場合（７日以内のショートステイ利用を除く。） 

② 世帯全員の区民税が非課税 

【家族介護慰労金支給の状況】         

区 分 年 度 件 数 金  額（円） 

１４年度 １４ ４ ４００，０００ 

１５年度 １５ ４ ４００，０００ 

１６年度 １６ ４ ４００，０００ 

１７年度 １７ ２ ２００，０００ 

１８年度 １８ ２ ２００，０００ 

 
（６）介護保険サービス利用者負担額助成事業（区制度・平成１３年度開始） 

老齢福祉年金受給者等で世帯全員の区民税が非課税の方の利用者負担上限額を月額 
３，０００円とし、それを超えた分について区が助成します。 
  【介護保険サービス利用者負担額助成の状況】 

区 分 年 度 件 数 金  額（円） 

１４年度 １４ １，２５９ １０，６５０，０５３

１５年度 １５ １，２９１ １１，１２８，１０１

１６年度 １６ １，０５７ ９，１６３，１３０

１７年度 １７ ７６２ ６，７７９，２４４

１８年度 １８ ７３８ ７，０９４，９７７

  
（７）給付の適正化 

介護保険の給付の適正化を図るため、利用者へ介護給付費通知を発送する 

とともに、事業所に対して実地調査を実施します。 

【平成 18 年度取組状況】 

介護給付費通知の発送 年４回  １回あたり 約１２，５００件

居宅介護支援事業所 ９箇所
実地調査事業所 

訪問介護事業所 ８箇所

一斉自己点検調査 居宅介護支援事業所 １８０箇所
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７ 財政 
    保険給付に必要な費用は保険料と国・都・区の公費を財源としています。 
    平成１８年度から平成２０年度までの財源の負担割合は次のとおりです。 
【保険給付費の負担割合】 

費 用 区 分 保 険 料 公 費 

負 担 区 分 
第１号被 
保険者 

第２号被 
保険者 

国 都 区 

(居宅給付) ２５％ １２．５％ 
負担割合 

（施設等給付）
１９％ ３１％ 

２０％ １７．５％ 
１２．５％

 
【平成１８年度決算額内訳（歳入）】                       （単位：円） 

予算現額 決算額

5,129,215,000 5,222,712,371

1,000 0

5,900,519,000 5,732,616,178
介護給付費負担金 4,650,023,000 4,496,260,000
調整交付金 1,069,503,000 1,055,361,000
地域支援事業（介護予防事業） 34,596,000 34,596,750
地域支援事業（包括的支援事業） 146,397,000 146,398,428

7,250,438,000 7,026,752,000

介護給付費交付金 7,207,539,000 6,983,853,000

地域支援事業支援交付金 42,899,000 42,899,000

2,996,759,000 3,444,216,589

介護給付費負担金 2,906,263,000 3,353,719,000
地域支援事業（介護予防事業） 17,298,000 17,298,375
地域支援事業（包括的支援事業） 73,197,000 73,199,214
財政安定化基金支出金 1,000 0

782,000 1,841,795

3,884,053,000 3,644,567,527
介護給付費繰入金 2,906,263,000 2,906,262,000
地域支援事業（介護予防事業） 17,298,000 17,297,000
地域支援事業（包括的支援事業） 73,197,000 73,196,000
地域支援事業（その他地域支援事業） 319,995,000 319,994,000
事務費等繰入金 567,299,000 327,818,527
準備基金繰入金 1,000 0

596,127,000 596,127,284

1,000 0

18,151,000 15,478,095

25,776,046,000 25,684,311,839

寄付金

諸収入

合計

繰入金

繰越金

科　　　目

歳
　
入

保険料

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

都支出金

財産収入
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【平成１８年度決算額内訳（歳出）】                       （単位：円） 

368,451,000 328,198,997

23,250,123,000 22,582,545,343
介護サービス等諸費 21,392,986,000 20,833,164,040
介護予防サービス等諸費 693,862,000 632,981,326
高額介護サービス費 432,302,000 402,569,856
特定入所者介護サービス等費 686,758,000 674,266,611
審査支払手数料 44,215,000 39,563,510

8,133,000 7,673,415

534,678,000 534,678,000

地域支援事業 836,852,000 760,957,603

介護予防事業 141,201,000 96,612,564

包括的支援事業 361,478,000 345,125,300

その他地域支援事業 334,173,000 319,219,739

629,958,000 575,472,374

147,851,000 0

25,776,046,000 24,789,525,732

歳
　
出

合計

諸支出金

総務費

保険給付費

財政安定化基金拠出金

基金積立金

予備費

 
 
 
【平成１８年度決算額内訳（歳入・歳出科目別割合）】 

科　目 割　合 科　目 割　合

保険料 20.3% 総務費 1.3%

国庫支出金 22.3% 保険給付費 91.1%

支払基金交付金 27.4% 財政安定化基金拠出金 0.0%

都支出金 13.4% 基金積立金 2.2%

財産収入 0.0% 地域支援事業 3.1%

繰入金 14.2% 諸支出金 2.3%

繰越金 2.3% 合　計 100.0%

諸収入 0.1%

合　計 100.0%

歳　入 歳　出

 

 



 22

８ 介護保険運営協議会  
介護保険事業に関して次の事項を調査審議し、区に必要な提言を行います。 

（ア） 杉並区介護保険事業計画に関すること。 
（イ） 介護保険事業に係る相談苦情事例の対応及び改善策に関すること。 
（ウ） 区の地域包括支援センターの適正な運営の確保に関すること。 
（エ） 区の介護施設等の整備に関すること。 
（オ） 区の地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスに関すること。 
（カ） その他介護保険事業に関連する区の保健福祉事業に関すること。 

 
【委員数】 

区 民 区議会議員 学識経験者 保健医療関係者 福祉関係者 合 計 

６ ２ ３ ３ ８ ２２ 
※介護保健運営協議会委員数は杉並区介護保険条例第８条で２２人以内と定められています。  

 
 

【平成１８年度介護保険運営協議会開催実績】 

 開  催  日 主    な    内    容 

第１回 平成１８年６月２３日 

・ 介護保険制度改正後の状況について 
・ 杉並区市町村整備計画について 
・ 地域密着型サービス事業所の指定等について 
・ 特定高齢者把握事業の現況について、 
・ 地域包括支援センターの年間事業計画について 
・ その他 

第２回 平成１８年１０月２０日 

・ ケア２４方南の事務所移転について 
・ 地域包括支援センターの事業報告について 
・ 地域密着型サービス事業所の指定について 
・ 要介護認定状況について 
・ 介護老人保健施設の業務停止命令に伴う対応策について 
・ その他 

第３回 平成１９年１月２６日 

・ 地域介護・福祉空間整備等交付金面的整備計画について 
・ 地域包括支援センターの事業評価について 
・ 地域密着型サービス事業所等の指定等について 
・ 指定市町村事務受託法人への介護認定調査の委託について

・ 介護予防事例・モデルプラン集の刊行について 
・ 「荻窪ふれあいの家」運営法人の選定結果について 
・ その他 

第４回 平成１９年３月１６日 

・ 平成１８年度地域介護・福祉空間整備等交付金面的整備の

実施結果について 
・ 平成１８年度地域包括支援センターの事業評価について 
・ 地域包括支援センターの統集計（相談項目）の見直しについて

・ 地域密着型サービス事業所等の指定について 
・ その他 
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９ 介護保険相談 

被保険者やその家族から介護保険制度に係る苦情・意見・要望を受け、関係事業者や関

係機関と問題解決に向けた調整を行います。また、介護保険サービスについて、事業者の

改善が必要な場合は、助言や指導を行います。 
 

【介護保険制度等に関する苦情・意見要望件数】 

 区分 

年度 
要介護認定 介護保険料

介護保険サー

ビス供給量 

介護事業者及

び保険給付 
その他 合  計 

１４ １９   ２  ９ １１３ ４６ １８９ 

１５ １７  ７  ０ １０６ ７４ ２０４ 

１６  ９  ２  ３   ８７ ４６ １４７ 

１７  ９  ３  １   ８７ ８０ １８０ 

１８  ９ １６  ８   ８６ ８７ ２０６ 

 

  【相談対応件数】 

 区分 

年度 

相談者への 

説明・助言 

当事者間を 

調整 
他機関を紹介 その他 合  計 

１４ １１７ ６４ ２  ６ １８９ 

１５ １２７ ７３ ２  ２ ２０４ 

１６  ８２ ５５ ８  ２ １４７ 

１７  ９６ ７５ ２  ７ １８０ 

１８ １２８ ６７ ５  ６ ２０６ 

 

【東京都国民健康保険団体連合会との調整及び東京都介護保険審査会への審査請求件数】 

 区分 

 

年度 

東京都国民健康保険団体 

連合会との調整 

東京都介護保険審査会 

への審査請求 
合  計 

１４ １  ２８  ２９ 

１５ ４  ３１  ３５ 

１６ ５   ０   ５ 

１７ ２   ０   ２ 

１８ １   １   ２ 
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１０ 事業者への支援 

（１）事業者連絡会 

区と介護サービス事業者との情報交換及び事業者間の交流を図り、サービスの質の向上

を図ることを目的として実施します。 

 

  【開催実績】 

名 称 実施回数 

介護サービス事業者連絡会（全体会） ２ 

居宅介護支援事業者連絡会 ２ 

通所介護・通所リハ事業者連絡会 １ 

福祉用具貸与事業者連絡会 １ 

特定施設入居者生活介護事業者連絡会 ２ 

 

 

 （２）介護従事者研修 

質の高い介護サービスを確保するため、サービス事業者の協議会等と共同し、専門的・

実践的な研修を行います。 

 

【研修実績】 

名 称 実施回数 

訪問介護協議会共催研修会 １ 

介護保険サービス事業者の会共催研修会 １ 

通所介護・通所リハビリ事業者研修会 １ 

 

 

（３）ケアマネジャー支援事業 

    杉並区居宅介護支援事業者協議会等と共同し、研修や会議などを実施します。 

 

【ケアマネジメント研修】 

 内  容 

ケアマネジメント研修 

「認知症とはどういう病気か」 

「認知症ケアについて」 

「地域のリーダーを育てる専門研修」（３回シリーズ） 

高齢者住宅改修研修 
「住宅改修への取り組み方」 

「住宅改修事例の検討」（グループワーク） 

高齢者虐待研修 
「高齢者虐待について」 

「家族アセスメント」 
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  【地域ケア会議の開催支援】  

主  催 内   容 支 援 課 回 数 

 

 

・ ケアマネジャー間の情報交換 

・ レベルの向上と連携への支援 

 

介護予防課 

 

１３９ 

 

地域包括支援センター 

（ケア２４） 

・ スーパーバイザーとなる講師選

定への助言 

・ 事例検討会への助言等 

 

 介護予防課 

 

   ８ 

 

 

 ・ 予防給付に関するＱ＆Ａ 

 

介護保険課 

 

 ２０ 

 

 

  【援助困難ケース・ケアマネジメント支援】 

主  催 内  容 

介護予防課 

東・西・南福祉事務所 

・認知症、精神障害、虐待、成年後見人等ケアマネジャーのみ

では、対応困難なケースの助言 

・ケースの見方、援助の方向性の総合的な助言 

 

（４）地域密着型サービスの指定及び指導 

平成 18 年度より地域密着型サービスが創設され、指定及び指導を区が行うこととなり

ました。区が基本方針を定めて、積極的に事業所の指導を行い、質の高いサービスの確

保に努めます。 

 

【地域密着型サービス事業所の指定実績】 

サービスの種類 事業所数 

認知症対応型共同生活介護事業所 ３ 

認知症対応型通所介護事業所 ５ 

小規模多機能型居宅介護事業所 １ 

夜間対応型訪問介護事業所 １ 

 

【地域密着型サービス事業所の指導実績】 

（a）指導 

サービスの種類 事業所数 

認知症対応型共同生活介護事業所 ２ 

夜間対応型訪問介護事業所 １ 

 
（b）調査 

サービスの種類 事業所数 

認知症対応型共同生活介護事業所 ５ 

認知症対応型通所介護事業所 ９ 
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１１ 広報普及活動 

区民の皆様に、介護保険の趣旨や利用方法について、理解を深めるための広報活動を

行っています。 

【ちらし・パンフレット・冊子】 

タイトル等 配布方法・配布場所 

６５歳到達者用パンフレット ６５歳到達者へ郵送 

介護保険 利用者ガイドブック 区窓口及びケア２４で配布 

介護給付適正化パンフレット 区窓口及びケア２４で配布 

住宅改修の手引き 区窓口及びケア２４で配布 

訪問介護サービスパンフレット 区窓口及びケア２４で配布 

介護保険だより 保険料通知書に同封 

介護保険だよりテープ版・点字版 保険料通知書に同封 

介護サービス事業者ガイドブック 区窓口及びケア２４で配布 

介護保険事業者マップ 区窓口及びケア２４で配布 

【広報すぎなみ（主な掲載記事）】 

記 事 名 配布方法・配布場所 

介護保険料納入通知書発送 

制度改正のポイント①利用者負担の軽減について 

制度改正のポイント②介護保険料について 

制度改正のポイント③地域密着型サービス等について 

制度改正のポイント④介護サービス情報の公表等について

介護保険と税金 

介護保険料の特別徴収 

新聞折込、公共施設等で配布

【ポスター】 

タイトル 掲示場所 

介護予防 区内掲示板、区内関連施設 

給付制限について 区内掲示板、区内関連施設 

【ホームページ】 

タイトル 掲載内容 

区内介護サービス 事業所の空き情報 
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